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５月１４日に開催された第４回統合準備委員会では、通学路の安全対策要望や通学方法につ

いての協議を行いました。

☆ 通学路の安全対策要望について ☆

統合準備委員会における現地点検の結果を基に、通学路の安全対策要望について協議しまし

た。横断歩道の設置や歩道部へのカラー塗装等、子どもたちの安全な通学のために改善が必要

と思われる箇所の対策案について、様々な意見が出されました。

今回の協議を基に要望書を作成し、警察署や市建設局などの関係機関へ提出します。また、

６月１９日には、関係機関と一緒に現地点検を実施する予定です。

要望内容については、裏面に掲載しています。

☆ 通学方法について ☆

前回に引き続き、通学方法について協議しました。

通学支援策として、バス乗り遅れ防止のための校内放送の実施や子どもたちの降車バス停一

覧表をバス運転手に渡すなど様々な意見や提案がありました。

通学方法については、引き続き協議していきます。

☆ 統合準備委員会委員の変更について ☆

役員改選等に伴い、下記のように統合準備委員会の委員が変更されましたので、お知らせし

ます。

【次回の開催について（予定）】

次回の統合準備委員会は、７月頃に「通学方法」について協議を行う予定です。

役 職 等 新 旧

西２９区安屋自治会長 梅崎 英治 大住 文雄
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《発行者》：花房小学校安屋分校統合準備委員会

（事務局）北九州市教育委員会事務局 総務部企画調整課（学校規模適正化担当）

 〒８０３－８５１０

 北九州市小倉北区大手町１－１ 小倉北区役所庁舎東棟６階

ＴＥＬ：０９３－５８２－２３５７  ＦＡＸ：０９３－５８１－５８７１

企画調整課ＨＰ：http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/kyou-kikaku.html 



【通学路の安全対策に関する要望（概要）】

⑦ 時間指定の一方通行の設定  ※ の部分

阿加寺地区からバス停「坊ヶ渕」（上り）に向う道路の路側帯が

狭く、車両と児童の接触等、事故の発生が懸念されるため、７時

４５分～８時１５分の時間指定の一方通行の設定を要望します。 

④ 歩道設置等の道路環境の改良

市営バス停「脇田」（下り）付近は、バスの折返し

所となっていますが、歩道と車道の区別がはっきり

していないため、事故の発生が懸念されます。

そこで、歩道の設置や防護柵の設置等、道路環境

の改良を要望します。

③ 信号機の設置

市営バス停「脇田」付近には、国道４９５号線を横断

するための横断歩道が設置されていますが、信号機がな

いため、事故の発生が懸念されます。

そこで、信号機（押しボタン式の歩行者信号機を含む）

の設置を要望します。

① 横断歩道の設置

バス停「後」（上り）に行き来するために、児

童が道路を横断する箇所に横断歩道がなく、事

故の発生が懸念されるため、横断歩道の設置を

要望します。
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② 防護柵の設置（延長）  ※ の部分

安屋分校からバス停「後」に向かう歩道について、

歩行者を車両から保護するための防護柵が途切れて

おり、危険であるため、防護柵の設置（延長）を要

望します。 

⑤ 歩道の拡幅（草刈り、除草対策等）・防護柵の設置

交差点からバス停「坊ヶ渕」（上り）に向う道路の路側帯が狭く、車両

と児童の接触等、事故の発生が懸念されるため、歩道の拡幅（草刈り、

除草対策等）及び防護柵の設置を要望します。

⑥ 歩道部へのカラー舗装  ※ の部分

阿加寺地区からバス停「坊ヶ渕」（上り・下り）に向う道路の路側帯が狭

く、車両と児童の接触等、事故の発生が懸念されます。そこで、車両への注

意喚起のため、歩道部へのカラー舗装を要望します。 
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